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～慢性特定疾病を乗り越えていく子どもたちと保護者のために～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

将来の自立に向けた

お悩み 

…Ｐ15-17、Ｐ27-28 

療養生活の 

お悩み 

…Ｐ23-26 

学校生活の 

お悩み 

…Ｐ20-22 

このたびは、「札幌市小児慢性特定疾病児童等サポートブック【電子版】」をご

覧いただき、ありがとうございます。  

このサポートブックは小児慢性特定疾病をもつお子さまとそのご家族が安心し

て生活できるよう、相談できる窓口や支援制度、医療・福祉、教育、就労等の情

報をわかりやすくお届けすることを目的に作成いたしました。  

札幌市では、令和６年 10 月に「小児慢性特定疾病児童等自立支援センター」

を設置し、自立支援員による総合相談を開始いたします。お困りのことや、お悩

みがある際は、ぜひご相談ください。（詳細は本書 P.15 をご覧ください。） 

本書により、お子さまやそのご家族が必要とする支援・制度についての情報

を、少しでもお届けすることができれば幸いです。         

札幌市保健所  

 

就学前のお悩み 

…Ｐ18-19 

医療費や 

お金のお悩み 

…Ｐ5-14 
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◇どのような人が対象？  

満 18 歳未満で、助成の対象となる小

児慢性特定疾病の診断を受けている方

が対象です。(満 18 歳前から助成を受け

ていて、18 歳以降も引き続き治療が認め

られる場合は、20 歳の誕生日の前日まで

対象になります。) 

 

◇医療費助成の範囲は？  

認定疾病及び当該疾病に付随して発

生する傷病に対する指定医療機関※ 1（病

院・診療所、薬局、訪問看護ステーショ

ン）における保険診療による医療費が対

象です。 

なお、医療保険が適用されないもの

（文書料、差額室料など）は対象外です。 

※ 1 指定医療機関の一覧はこちら  

 

◇医療費助成の内容は？  

通常３割の自己負担額が２割になる

ほか、入院時の食事療養に係る標準負担

額が２分の１になります。  

また、所得や治療状況等に応じて、  

１か月の自己負担上限額が設定されま

す。詳細はＰ.８をご覧ください。  

 

 

 

 

 

 

 

◇どのような病気が対象？  

16 疾患 801 疾病(令和７年４月時点）、 

対象疾病ごとに認定基準があります。  

最新の対象疾病および認定基準につ

いては小児慢性特定疾病情報センター

のホームページからご確認いただけま

す。 

 

◇有効期間は？  

診断日又は治療開始見込日（申請受付

日からの遡りの期間は原則１か月、やむ

を得ない理由がある場合は最長３か月）

から、原則として１年間です。  

有効期間終了２か月前に、更新申請の

案内を郵送します。引き続き医療費助成

を希望する場合は、有効期間の終了前に

更新申請の手続きをしてください。  

 

◇申請方法は？  

お住まいの区の区役所健康・子ども課

（保健センター）に、必要書類を揃えて

ご提出ください。  

詳細はＰ .６、Ｐ .７をご覧ください。 

【第 1 章】医療費助成などの支援  

① 小児慢性特定疾病医療費助成の制度について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の助成  

子どもの慢性疾患については、治療期間が長く、医療費負担が高額となる場合

があります。児童の健全育成を目的として、患者家庭の医療費の負担軽減につな

がるよう、医療費の自己負担分を補助する制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の助成  

https://www.city.sapporo.jp/eisei/shoni/syouni/shouman-shiteii-shiteiiryoukikan.html
https://www.shouman.jp/disease/
https://www.shouman.jp/disease/
https://www.city.sapporo.jp/eisei/shoni/syouni/shouman-soudan.html
https://www.city.sapporo.jp/eisei/shoni/syouni/shouman-soudan.html
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② 小児慢性特定疾病医療受給者証申請の流れ  

申請から受給者証の発行まで、約３か月程度かかります。 

申請から交付までの間に受診して支払った医療費は、認定後に払い戻しの対象に

なります。（医療費の払い戻しについての詳細は、Ｐ.10 をご参照ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①  受診 ②  診断・医療意見書の作成 

③  申請 ⑥  受給者証交付 

必要な書類（Ｐ.７）をそろえて 

お住いの区の保健センターに申請します 

 

小児慢性特定疾病指定医に 

医療意見書を作成してもらいます  

札幌市小児慢性特定疾病審査会で審査します  

※審査会で疑義が生じた場合は、主治医に照会を  

行うため、更に時間がかかる場合があります。  

⑤  結果通知 

④  書類の送付 

https://www.city.sapporo.jp/eisei/shoni/syouni/shouman-shiteii-shiteiiryoukikan.html
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●初めて受給者証を申請する際に必要な書類  

申請に必要な書類※１ ご案内 

全員が 

提出する 

書類 

□小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書   

□  医療意見書 

（用紙は医療機関にて用意）  

指定医が作成したもの

で、記載日から３か月

以内のものに限ります  

□医療意見書の研究等への利用についての  

同意書 

同意されない場合、提

出不要です 

□  医療保険上の所得区分に関する  

医療保険者からの報告への同意書  
 

□世帯調書 

受診者と同じ医療保険

に加入している方、全

員を記入してください  

□  所得(市・道民税)証明書※2 

(4～ 6 月申請は前年度分、 7～ 3 月申請は本年度分）  

※生活保護受給者は受給証明書が必要  

※血友病患者は省略可能 

提出が必要な方の範囲

は加入している保険に

より異なりますので、

右表をご参照ください  □医療保険の資格情報が確認できる資料※3 

写し可  

□マイナンバー（個人番号）確認書類  

 ※申請書類にマイナンバーの記入をいただ

き、窓口では提示のみ  

受診者分のほか、保護

者（申請者）分の提示

も必要です 

必要に 

応じて 

提出する 

書類  

□重症患者認定申請書  

※重症該当するかは事前に主治医へ確認 
 

□人工呼吸器等装着者証明書  

（用紙は医療機関にて用意）  
 

□  年金等収入が分かる書類写し可  

(1～ 6 月申請は前々年分、 7～ 12 月申請は前年分）  

※市町村民税非課税世帯のみ 

 

□他の受給者証（難病など） 写し可   

※同一医療保険の世帯内に複数の患者が  

いる場合 

世帯上限額が適用され

るため、医療費が軽減

されます 

□特定疾病療養受療証 写し可   

※血友病、人工透析等で取得している方のみ 
 

●所得証明書の提出範囲（保険別）  

受診者の

保険種別 

提 出 が必 要 な方 の範 囲 

所得（市・道民税）証明書※2 医療保険の資格情報が確認できる資料 

国民健康

保険 

 

受診者及び同じ保険の加入者全員分  

※義務教育終了前の児童分は不要  

 

受診者及び同じ保険の 

加入者全員分  

被用者  

保険 

 

受診者が加入する保険の被保険者分のみ 

（受診者本人分は不要）  

 

※ 受診者本人が被保険者であり、 

1８歳未満の場合は、保護者の分も必要  

※ 被保険者が非課税であり、 

受診者本人が 18 歳以上の場合は、 

受診者本人分も必要  

 

受診者分のみ 

国民健康

保険組合 
受診者及び同じ保険の加入者全員分 

受診者及び同じ保険の 

加入者全員分  

 
※１必要書類は、事前に札幌市ホームページ上でダウンロードすることができますので、ご活

用ください。（各区保健センターにもご用意しております。）  
 
※２所得証明については、区役所・篠路出張所・定山渓出張所・市税事務所・市役所本庁舎２

階税の証明窓口で発行しております。  
本申請のために取得する場合は、発行手数料が無料になります。（コンビニ交付の場合は  
発行手数料が有料です。また、他市町村で取得する場合は発行手数料がかかることがあり  
ます。） 

 

※３医療保険の資格情報が確認できる資料とは以下のものをいいます。 
  ①お手元の健康保険証（有効期限内のもの）  

②資格情報のお知らせ  
  ③資格確認証 
  ④マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」の提示  
 

マイナ保険証の利用開始に伴い、令和６年 12 月２日以降、新規の健康保険証は発行され
ません。お手元にある健康保険証は最長 1 年間使用することができます。 
（有効期限が令和７年 12 月１日より前に切れる場合は、その有効期限まで。）  

 
 
 

https://www.city.sapporo.jp/eisei/shoni/syouni/shouman-iryouhi.html
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③ 受給者証を徹底解説！～大事な つのこと～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療費助成に係る自己負担上限額（月額） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※非課税収入（児童手当・児童扶養手当は除く）を含んだ金額です。小児慢性特定疾病情報センターのホームページで、詳細・具体例を掲載しております。 

階層

区分 

年収目安 

（夫婦２人子１人の場合） 

自己負担上限額額 

（患者負担割合：2割、通院＋入院） 

一般 重症 
人工呼吸器等 

装着者 

Ⅰ 生活保護等 0円 

Ⅱ 市町村民税 

非課税世帯 

低所得Ⅰ（年収：～約 80万円）※ １，２５０円 

500円 

Ⅲ 低所得Ⅱ（年収：～約 200万円）※ ２，５００円 

Ⅳ 一般所得Ⅰ(市町村民税 ： 7.1万円 未満) ５，０００円 ２，５００円 

Ⅴ 一般所得Ⅱ(市町村民税 ： 25.1万円 未満) １０，０００円 ５，０００円 

Ⅵ 上位所得(市町村民税 ： 25.1万円以上) １５，０００円 １０，０００円 

①.指定医療機関 

小児慢性特定疾病の指定医療機関

（Ｐ.５）で行われた保険診療が 

医療費助成の対象になります 

②.自己負担上限額（月額） 

前年の所得や治療状況等に応じて決まります 

※医療費の２割が自己負担上限額を超えない場合は、 

医療費の２割が負担額です 

※世帯の上限額目安は、下表をご参照ください 

⑤.食事療養自己負担 

入院時の食事は、食事療養標準負担額の１／２が自己負担になります 

※生活保護受給者と血友病患者は０円です 

③.有効期間 

有効期間は、支給開始日からその月を含め 12か月以内となります。 

有効期間終了の２か月前に、次回更新申請の案内が郵送で届きます。 

 

※支給開始日は、申請日から、「診断年月日」又は「治療開始見込日」の

いずれか遅い方に遡って開始することができます 

※遡ることができる期間は、原則１か月（やむを得ない理由がある場合

は最長３か月）です 

④.上限額特例 

下記の要件に該当する場合、特例的に自己負担上限額が軽減されます 

※上限額特例の適用を受けるには、各区保健センターに申請が必要です 

 

◇高額・長期 

高額の医療費が長期的に継続する場合 

※医療費総額が５万円／月を超える月が年６回以上あること 

例：医療保険が２割負担の場合、医療費の自己負担が 1万円／月を 

超える月が、申請月を含む過去 12か月以内に６回以上あること 

 

◇重症・世帯按分 

重症 重症患者認定基準を満たしている場合 

世帯按分 同一医療保険の世帯内に複数の患者がいる場合 

 

◇呼吸器等 

人工呼吸器等を常時装着し、概ね１年以内に離脱の見込みがなく、 

生活全般に渡り介助が必要な場合 

※常時装着とは、24時間装着していることを指し、夜間のみ使用して

いる場合等は非該当です。 

場合は非該当 

https://www.shouman.jp/assist/expenses
https://www.shouman.jp/assist/accreditation
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医療費総額（10 割分）が５万円を超える月が、年間で６回以上ある場合、  

申請によって、自己負担上限月額が軽減されます。  

なお、対象となる医療費は、申請月を含む過去 12 か月以内のものに限ります。 

 

例)令和６年 10 月に申請する場合     

 令和５年 11月から令和６年 10月の 12か月間に５万円を超える月が６回以上あること 

④ 自己負担上限額管理票について 

医療機関（薬局、訪問看護ステーションを含む）を受診する際は、必ず受給者証と自己

負担上限額管理票を窓口に提示してください。（自己負担上限額管理票は、医療機関に

記載してもらってください。）  

また、自己負担上限額管理票は、年に１度の受給者証の更新の際に、過去１年分が必

要になりますので、大切に保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

『高額かつ長期』の制度（Ｐ.８参照） 

 

 

 

 

 

同月内で、自己負担上限月額

を超える分については、費用

の支払いはありません  
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⑤ 医療費の払い戻しについて（償還払い） 

受給者証が届くまでに支払った医療費や、月の自己負担上限額を超えて支払った医療

費は、払い戻しの請求をすることができます。  

下記の必要書類をそろえて、お住いの区の保健センターの窓口へ申請してください。  

 

【申請に必要な書類】※１ 

全員提出が 

必要な書類 

□小児慢性特定疾病医療費支給申請書（償還用） 

□医療費の領収書 

□小児慢性特定疾病療養証明書（償還用） 

□自己負担上限額管理票 

□小児慢性特定疾病医療受給者証 写し可 

□振込先の通帳 写し可 

□医療保険の資格情報が確認できる資料  写し可 

必要に応じて 

提出する書類 

□委任状  

（患者本人が 18 歳以上で本人以外の口座に振り込みを希望する場合） 

□保険者発行の支給決定通知書、限度額適用認定証等   

(高額療養費・付加給付に該当する場合 )※２ 

※１必要書類は各区保健センターにご用意しております。 
 
※２健康保険組合から支給される高額療養費制度や付加給付が優先となります。

（高額療養費制度や付加給付については、 P.13 をご参照ください）  
適用になる場合は、各医療保険の手続きを済ませてからご申請ください。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【申請時の注意】 

札幌市医療費助成事業（子ども・重度・ひとり親など、詳細は P.13 参照）の制度

を利用された場合、原則として医療費については償還払の対象となりませんが、  

入院時の食事療養費については、健康保険から助成される額を差し引いた標準負

担額の１／２の金額が助成されます。 

例）課税世帯の場合  

一食当たりの標準負担額：280 円 ➡ 自己負担額 140 円 になります。  

※令和６年５月 31 日までは標準負担額： 260 円  ➡ 自己負担額 130 円  

 

 

※医療機関（調剤薬局含む）ごと、  

  月ごとに療養証明証が必要です。  

https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/kakawari.html
https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/gengaku.html
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⑥ 受給者証の内容に変更があった際の手続き 
受給者証の内容に変更があった場合は、お手元の受給者証、と下記の必要書類を揃えて、お住いの区の保健センターへ届け出てください。 

 

 

変更内容 受給者証以外の必要書類 

市内（区間）で転居した場合 
① 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届 

② 新しい住所が確認できる書類 

名前が変わった場合 
① 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届 

② 新しいお名前が確認できる書類 

加入している保険が変更になった場合 

① 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届 

② 新しい医療保険の資格情報が確認できる資料 

③（自己負担上限月額が変更になる場合） 

  札幌市小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書【変更】 

④ 医療保険上の所得区分に関する医療保険者からの報告への同意書 

重症患者認定の基準を満たした場合 

（Ｐ.８） 

①札幌市小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書【変更】 

② 重症患者認定申請書 

③ （基準①の場合）身体障害者手帳の写し 

※意見書の内容から明らかに判断できる場合は省略可 

④ 医療意見書 

「高額かつ長期」に該当した場合 

（Ｐ.８） 

① 札幌市小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書【変更】 

② 医療費申告書 

③ 自己負担上限額管理票 

（指定医療機関が発行する領収書または診療明細書でも代用可能） 

④ 重症患者認定申請書 

人工呼吸器等を装着する場合 

（Ｐ.８） 

① 札幌市小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書【変更】 

② 人工呼吸器等装着者証明書 

（自己負担上限月額変更を伴う） 

世帯構成の変更がある場合 

① 札幌市小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書【変更】 

② 自己負担上限月額の変更となる事項を証明する書類 

（医療保険の資格情報が確認できる資料の写し、所得関係書類など） 

生活保護を開始した場合 
① 札幌市小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書【変更】 

② 生活保護受給証明書 

生活保護を廃止した場合 
① 札幌市小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書【変更】 

② 新しい医療保険の資格情報が確認できる資料 

世帯按分に該当することになった場合※ 

（同じ医療保険に加入する難病・小慢・特定

疾患の患者が複数人になる場合) 

（Ｐ.８） 

① 札幌市小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書【変更】 

② 世帯按分の対象となる受給者証の写し 

③ 医療保険の資格情報が確認できる資料（同一の保険であることを確認するため） 

 

※患者が複数となっても世帯の負担が増えないよう、世帯内の対象患者数を勘案し、 

負担上限額が按分されます。 

例：上限額が 1万円の世帯に小慢児童等が２名いる場合、世帯上限額が１万円に 

なります。(世帯上限額を按分し、1名あたりの上限額が 5,000円になります) 

                  

世帯上限額 10,000 円  世帯上限額 10,000円 

(1人目) (10,000円)  (1人目) (5,000円) 

   (2人目) (5,000円) 
 

マイナンバーが変更になった場合 
① 小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届 

② 新しいマイナンバーが確認できる書類 

受給者証を紛失・破損した場合 小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書 

・札幌市外へ転居する場合 

・受給者証が不要になった場合 
小児慢性特定疾病医療受給者証返還届 

https://www.shouman.jp/assist/accreditation
https://www.shouman.jp/archives/download/jushoukanja_sinsei.pdf
https://www.shouman.jp/assist/accreditation
https://www.shouman.jp/archives/download/jushoukanja_sinsei.pdf
https://www.shouman.jp/archives/download/jinkoukokyuki_shinsei.pdf
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⑦ 小児慢性特定疾病医療費助成以外の助成制度など 

慢性特定疾病を持つお子さまに対して、日常生活に必要な用具等の購入費や、小児

慢性特定疾病医療費以外の医療助成に関する制度を紹介します。  

 

◇小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方で、在宅で日常生活を営むうえで著

しく支障のある方に対して、給付します。課税状況に応じて一部自己負担があります。 

種  目  対  象  者  

便器  常に介助が必要な人  

特殊マット 寝たきり状態の人  

特殊便器  上肢が不自由な人  

特殊寝台  寝たきり状態の人  

歩行支援用具  下肢が不自由な人  

入浴補助用具  入浴に介助を要する人  

特殊尿器  自力で排尿できない人  

体位変換器  寝たきり状態の人  

車いす 下肢が不自由な人  

頭部保護帽  発作等により頻繁に転倒する人  

電気式たん吸引器  呼吸器機能に障害がある人  

クールベスト 体温調節が著しく困難な人  

紫外線カットクリーム 紫外線を防御する働きに欠け、がんや神経障害を起こすことがある人  

ネブライザー（吸入器）  呼吸器機能に障害のある人  

パルスオキシメーター  人工呼吸器の装着が必要な人  

ストーマ装具（蓄便袋）  人工肛門を造設した人  

ストーマ装具（蓄尿袋）  人工膀胱を造設した人  

人工鼻  人工呼吸器の装着または気管切開が必要な人  

チューブ型包帯（R7.4～）  

 

軽微な外力で皮膚障害を起こすことがある人  

 

 

 

 

【注意】  

障害者手帳をお持ちの方で、障害者総合支援法による補装具・日常生活用具・その

他の移動用リフト、移動・移乗支援用具等の支給を受けられる場合は、そちらが優先

されます。  

詳しくは各区保健福祉課または各区保健センターまでお問い合わせください。  

https://www.city.sapporo.jp/fukushi-guide/ku.html#1
https://www.city.sapporo.jp/eisei/shoni/syouni/shouman-soudan.html
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◇子ども医療費助成  

高校３年生世代（ 18 歳に達する日以後の

最初の３月 31 日まで）までのお子さん

の医療費の一部を助成します。  

※高校に就学していないお子さんも助

成の対象となります。  

※所得制限あり  

問い合わせ：各区保健福祉課福祉助成係  

 

◇重度心身障がい者医療費助成  

心身に重度の障がいのある方の入院・通

院の医療費の一部を助成します。 

※所得制限あり  

問い合わせ：各区保健福祉課福祉助成係  

 

◇ひとり親家庭等医療費助成  

ひとり親家庭の 18 歳以下のお子さんと

母親または父親の通院（生計維持者が住

民税課税の母親または父親は除く）・入

院の医療費の一部を助成します。  

※所得制限あり  

問い合わせ：各区保健福祉課福祉助成係  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇医療費控除  

1 年間に支払った医療費（保険等で補て

んされた分を除く）が一定の基準額（ 10

万円、もしくは総所得金額等の５％）を

超える場合に、確定申告や住民税申告を

することで、超えた額が所得から控除さ

れます。 

問い合わせ：お住まいの住所地を所管す

る税務署又は市税事務所  

 

◇高額療養費  ※ 

１か月に支払った医療費の自己負担額

が国で定められた限度額を超えた場合

は、限度額を超えた額が支給されます。

あらかじめ「限度額適用認定証」を取得

し、医療機関窓口に提出することで、  

１か月の支払額を自己負担限度額まで

とすることもできます。  

問い合わせ：加入している保険組合  

 

◇付加給付  ※ 

加入する保険組合によっては、独自に決

められた自己負担額を超えた場、 1 か月

に支払った医療費から高額療養費の額

を除いた額が、支給される場合がありま

す。 

問い合わせ：加入している保険組合  

 

 

●小児慢性特定疾病医療費以外の主な医療助成制度 

 

 

付加給付制度のない健康保険組合もございます。詳細は加入している保険組合にお問い合わせください。  

※ 高額療養費と付加給付制度の図表（イメージ）  

https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/nyuyoji.html
https://www.city.sapporo.jp/fukushi-guide/ku.html#1
https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/judo.html
https://www.city.sapporo.jp/fukushi-guide/ku.html#1
https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/hitorioya.html
https://www.city.sapporo.jp/fukushi-guide/ku.html#1
https://www.callcenter.city.sapporo.jp/sapporo/cc/web/knowledge1277.html
https://www.city.sapporo.jp/shisetsuannai/kokuzei/index.html
https://www.city.sapporo.jp/shisetsuannai/kokuzei/index.html
https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/kakawari.html
https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/kakawari.html
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◇医療費助成などの支援【年代別まとめ一覧表】        ※対象となる要件や申請方法など、詳細は各区担当窓口までお問い合わせください 

 
         

 

         

 

         

         

         
 

         

          

          

         
 

         

 

         

          

         

         
 

         

          

          

 

         

 
         

          

          

          

事業名 内容・対象 ０歳 １歳 小学生 中学生 高校生 18歳 20歳 担当窓口 

医

療

費

助

成

な

ど 

子ども医療費助成 子の医療費を助成します。 ○ ○ ○ ○ 
○ 

※令和 7 年 4 月～ 
- 

各区役所 

保健福祉課 

福祉助成係 

重度心身障がい者 

医療費助成 

心身に重い障がいのある方の医療費を助成し

ます。 

対象：身体障害者手帳１～３級（３級は一部

障害に限る）、療育手帳Ａ、精神障害者

保健福祉手帳１級 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

ひとり親家庭等医療

費助成 

ひとり親家庭等の母・父及び子の医療費を助成

します。※要件を満たす場合は 20 歳になった

月の末日まで対象 

○ ○ ○ ○ ○ ○  △※ 

養育医療 

身体の発育が未熟なままで生まれ、医師が入院

治療を必要と認めた場合に、必要な医療を給付

します。 

○ - - - - - - 

各区保健センター 

健やか推進係 
小児慢性特定疾病 

医療費助成 

対象疾病にかかり、かつ、対象基準を満たす方

を対象に、医療費を助成します。 

（制度の詳細は P.５～P.11） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 

特定医療費助成 

（指定難病） 

指定難病の診断基準を満たし、重症度分類を満

たす方を対象に、医療費を助成します。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

各区保健センター 

保健予防係 

育成医療 

（自立支援医療） 

障がいのある、または医療を行わなければ将来

障がいを残すと認められる子を対象に、手術な

どにより、生活能力を回復するために必要な医

療費を支給します。 

○ ○ ○ ○ ○ - - 
各区保健センター 

健やか推進係 

精神通院医療 

（自立支援医療） 

通院によって精神障がいの治療を受ける場合

の医療費を助成します。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 各区役所 

保健福祉課 

相談担当係 
更生医療 

（自立支援医療） 

身体障害者手帳を所持している方に、確実な治

療効果が期待できる医療に対し、助成します。 
- - - - - ○ ○ 

手

当 

／ 

年

金

な

ど 

児童手当 
18 歳到達後最初の３月 31 日までの児童を養育

している方に支給します。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ - 

各区役所 

保健福祉課 

福祉助成係 

児童扶養手当 

18 歳到達後最初の３月 31 日までの間にある児

童（中度以上の障がいがある児童は 20 歳未満）

を養育しているひとり親家庭の父母等に支給

します。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 

特別児童扶養手当 
一定の障がいのある 20 歳未満の児童を養育し

ている父母等に支給します。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ - 

障害児福祉手当 
20 歳未満で、常時介護を要する在宅の障害児に

支給します。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ - 各区役所 

保健福祉課 

相談担当係 特別障害者手当 
20 歳以上で、常時介護を要する在宅の重度の障

がいのある方に支給します。 
- - - - - - ○ 

障害年金 
原則、20 歳から 65 歳未満までの一定の要件を

満たし、一定の障がいのある方に支給します。 
- - - - - - ○ 

各区役所 

保険年金課 

年金係 

心身障害者 

扶養共済制度 

保護者が毎月一定の掛金を納めることで、保護者が

死亡又は重度障がいになったときに、心身障がい

（児）者に終身一定額の年金を支給します。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

各区役所 

保健福祉課 

福祉助成係 

給

付

な

ど 

日常生活用具の給付 
日常生活の利便を図るために、日常生活品とし

て一般的に普及していない用具を給付します。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

各区役所 

保健福祉課 

相談担当係 
補装具費の支給 

身体機能を補完、代替し、長期間継続して使

用される補装具の購入・修理・借受に必要な

費用を支給します。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

障がい者等災害対策 

用品購入費助成事業 

在宅で人工呼吸器等を使用する方に対し、非

常用電源装置等の費用を助成します。 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

在宅難病患者等酸素 

濃縮器使用助成事業 

在宅で酸素療法などを行っている方に、酸素

濃縮器や人工呼吸器の使用に係る電気料金を

助成します。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
各区保健センター 

保健予防係 

障がい者交通費助成 障がいのある方に、交通費を助成します。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

各区役所 

保健福祉課 

給付事務係 

https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/nyuyoji.html
https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/judo.html
https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/judo.html
https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/hitorioya.html
https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/hitorioya.html
https://www.city.sapporo.jp/eisei/shoni/syouni/youiku.html
https://www.city.sapporo.jp/eisei/shoni/syouni/shouman-iryouhi.html
https://www.city.sapporo.jp/eisei/shoni/syouni/shouman-iryouhi.html
https://www.city.sapporo.jp/eisei/nanbyo/iryouhisonotanojosei.html#jyoseisedo
https://www.city.sapporo.jp/eisei/nanbyo/iryouhisonotanojosei.html#jyoseisedo
https://www.city.sapporo.jp/eisei/shoni/syouni/ikusei.html
https://www.city.sapporo.jp/eisei/shoni/syouni/ikusei.html
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritusien_iryou/seishintuuin.html
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritusien_iryou/seishintuuin.html
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritusien_iryou/kouseiiryou.html
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritusien_iryou/kouseiiryou.html
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/money/kodomo/13066.html#shinsei
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/money/hitorioya/1125.html
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/teate/tokuji/tokujihome.html
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/teate/tokusho/tokushohome.html
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/teate/tokusho/tokushohome.html
https://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/nenkin/shogai.html
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/fuyokyosai/fuyokyosaihome.html
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/fuyokyosai/fuyokyosaihome.html
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/zaitaku_03.html#b
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/zaitaku_03.html#b
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/zaitaku_10.html
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/zaitaku_10.html
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/170211.html
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/170211.html
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/kotsuhi/index.html
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【第２章】自立に向けた支援・日常生活の支援 

⑧ 自立に向けた支援 

多くの慢性特定疾病をもつお子さまは、学校に通い、卒業後は社会に巣立っていき

ます。疾病により、身体症状や治療状況は一人ひとり異なり、治療歴や通学・就労と

治療の両立など、様々な不安やお悩みがあると思います。 

ここでは、児童の自立に向けた支援の制度や相談機関についてご紹介します。  

 

◇小児慢性特定疾病児童等自立支援事業について 

慢性特定疾病をもつお子さま及びその家族に対し、自立や成長支援を促し、本人や

家族の負担軽減のために必要な情報提供や助言、関係機関との連絡調整、その他の必

要な支援を行うことを目的としています。  

 

●小児慢性特定疾病児童自立支援センター  『アルモニ』（相談支援事業） 

札幌にお住まいの小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方、またはそのご家

族向けの総合相談窓口です。治療のこと、療養生活のこと、学校生活のこと、将来の

ことなどについて、お気軽にご相談ください。自立支援員が様々な関係機関と連携し

て、解決方法を一緒に考えます。  

電話・メールでのご相談を基本としていますが、ご希望があれば、日程を調整のう

え、北海道大学病院内での面談や自宅などへの訪問も可能です。  

 

小児慢性特定疾病児童自立支援センター 『アルモニ』     （令和６年 10 月  新規開設）  

電話  

０１１－７１６―１１６１（北海道大学病院  代表） 

※「自立支援員とお話ししたい」とお伝えください。  

祝日を除く月・水・木曜日 10：00～16：00 

MAIL 
ped-jiritsu＠pop.med.hokudai.ac.jp  

（あらためて、自立支援員から連絡いたします ) 

ホームページ 小児慢性特定疾病児童自立支援センターホームページ  

※北海道大学病院に業務を委託して運営しています。  

 

 

mailto:ped-jiritsu＠pop.hokudai.ac.jp
https://harmonie.huhp.hokudai.ac.jp/
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●就労支援について(就労支援事業 ) 

自身の疾病と向かいながら、就労と治療を両立するには、早期からの準備が必要で

す。将来の就労について具体的にイメージできるよう、専門家や小児慢性特定疾病児

童当事者による講演などを実施予定です。  

※開催時期については随時札幌市のホームページや広報さっぽろなどでお知らせ 

いたします。 

 

◇その他の就労支援について 

●福祉的就労について  

一般就労が難しい場合には、病気や障がいに対する配慮を受けながら働く場とし

て、福祉的就労があります。障がい手帳をお持ちの方以外でも、障害者総合支援法の

対象となる 369 疾病に該当すればご利用いただくことができます。（詳しくは「福祉

ガイド」をご確認ください）  

 

福祉的就労の例  就労継続支援  

内容 就労移行支援  A 型（雇用契約あり） B 型（雇用契約なし） 

内容 一定期間、就労に必要な知

識・能力を身に着けるため

の訓練を行う  

通常の事業所で働くことが困難な方に対して、

就労や生産活動の機会の提供や、知識能力の向

上に必要な訓練を行う  

対象 一般企業に就労を目指す方  現時点で一般企業への就職が不安又は困難な方  

年 齢 制 限  原則 65 歳未満の方  特になし  

利 用 期 間  原則２年以内  規定なし  

問合せ先：お住いの区の区役所保健福祉課  

 

 

  

 

https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/fukushiguide.html
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/fukushiguide.html
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/2-6_ku_toiawase.html
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●就労に関する相談先について  

札幌市難病ガイドブック内に「就労支援」のページがございます。仕事と治療の両

立支援や、ハローワーク・札幌市就労相談支援センター等の相談先をご紹介しており

ますので、ご参考ください。  

※「札幌市難病ガイドブック」就労支援のページはこちら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【札幌市難病ガイドブックのご案内】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定難病の医療費助成制度や難病に関連する制度・サービスなどを掲載しております。 

「災害時の備え」や「患者・家族の会」のご紹介など、小児慢性特定疾病児やそのご家

族の方にも参考となる情報を掲載しております。ぜひご参照ください。  

 

https://www.city.sapporo.jp/eisei/nanbyo/documents/09syurousien.pdf
https://www.city.sapporo.jp/eisei/nanbyo/guidebook.html
https://www.city.sapporo.jp/eisei/nanbyo/documents/11saigaijinosonae.pdf
https://www.city.sapporo.jp/eisei/nanbyo/documents/08nanbyounosoudansaki.pdf
https://www.city.sapporo.jp/eisei/nanbyo/documents/ikkatu.pdf
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⑨ 入園・就学、園・学校生活に関わる相談、支援について 

入園や就学、園・学校生活に関して、お子さんの病気や発達のこと、その他様々な

不安や心配なことを相談できる窓口があります。  

 

◇入園について 

●各区保健センターによる相談 

各区保健センターでは、保育コーディネーターがご家庭のニーズに合った保育

サービスの紹介や利用方法の情報提供などを行っています。  

 

保育コーディネーターの相談受付時間  

相談方法 電話・来所 

日  時 
月曜日～金曜日   

10：00～12：15／13：00～15：45 

問合せ先 各区保健センター健康・子ども課（子ども家庭福祉係）  

※保育コーディネーターが不在の場合は、職員が対応します。  

 

◇入園・就学、園生活に関わる相談について 

●札幌市幼児教育センター及び市立幼稚園・認定こども園での相談  

幼児教育センターや各市立幼稚園・認定こども園では、就学前のお子さんに関す

る教育相談や年長児の就学相談（※）を受け付けています。 

 

札幌市幼児教育センター  

※就学相談～特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室の利用を希望する場合、 

幼児教育センターでの手続きが必要になります。（ご予約が必要です。） 

相談方法 電話・来所（来所相談は電話での予約が必要です。）  

日  時 
月曜日～金曜日   

8：45～17：15（祝日、年末年始を除く）  

場  所 

問合せ先 

西区宮の沢１条１丁目 1-10 

札幌市生涯学習総合センター「ちえりあ」 2 階 

電話：011-671－3454 FAX：011-671-3247 

幼児教育相談 (PDF) 

https://www.city.sapporo.jp/kodomo/kosodate/q1_07.html#hoken
https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/youjikyouiku/yousenn/documents/r6youjinokyouikusoudannnogoannnai.pdf


19 

 

地域教育相談（各市立幼稚園・認定こども園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

区 園名 電話番号 

中央 中央幼稚園 011-251-6700 

北 白楊幼稚園 011-736-0764 

東 ひがしなえぼ幼稚園  011-782-8640 

白石 きくすいもとまち幼稚園  011-873-2285 

厚別 あつべつきた幼稚園  011-895-0523 

豊平 かっこう幼稚園  011-852-1230 

清田 認定こども園にじいろ  011-883-3345 

南 もいわ幼稚園  011-571-5850 

西 はまなす幼稚園  011-666-9477 

手稲 手稲中央幼稚園  011-681-2298 
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◇就学・学校生活に関わる相談について 

●札幌市教育センター教育相談室（学びの支援総合センター）  
子どもの教育に関する相談について、各種相談窓口につなぐ電話での自動音声案  

内システムがあります。  
また、電話や来所で子どもの不登校や発達、日本語の習得の困りに関わる相談を  

行っています。  

 

自動音声案内システム  

 

電話相談・来所相談（小学生から高校生まで）  

 

電話番号 011-211-2007 

内 容 

幼児の教育相談、年長児の就学相談、子どもの不登校、

発達の心配、いじめ、入学・転校・指定校の変更、就学

援助、特別支援教育就学奨励費、交通費助成など  

 

学びの支援総合センター≪相談のご案内≫ (PDF) 

窓口電話番号 011-671-3210 

相談方法 来所または電話 

内 容 

子どもの不登校、発達の心配、日本語の習得の困りに関わる

相談 

教育相談のご案内（PDF） 

問い合せ先 

札幌市教育センター  教育相談室 

西区宮の沢１条１丁目 1-10 

生涯学習総合センター「ちえりあ」 2 階 

電話：011-671-3210 

FAX：  011-671-3232 

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/sodan/documents/manabinosiennsougou.pdf
https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/sodan/documents/r6soudanleaflet-j.pdf
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●学びの場について（詳しくはこちら） 

 

学びの場 
概要 札幌市の取組 

通常の学級 
小学校、中学校、高等学校等において通常の教育課

程を実施する学級。 

特別な教育的ニーズのある児童生徒に対して、学びのサポー

ターの活用や特別支援教育巡回相談員との連携などによ

り、学習活動等を行う場合に生じる困難さ等に応じた指導内

容な指導方法の工夫を行っている。 

通級による指導 

小学校、中学校、高等学校等において、通常の学級

に在籍し、通常の学級での学習におおむね参加で

き、一部特別な指導を必要とする児童生徒に対し

て、障害に応じた特別の指導を行う指導形態。 

札幌市では言語障がい（ことばの教室）、難聴（きこえの教

室）、弱視（ひとみの教室）、発達障がい（まなびの教室）に対

応している。 

特別支援学級 

小学校、中学校等において以下に示す障害のある児

童生徒に対し、障害による学習上又は生活上の困難

を克服するために設置される学級。 

 

【対象障害種】 

知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱

者、弱視者、難聴者、言語障害者、自閉症者・情緒障

害者 

札幌市では現在、在籍の状況に応じて難聴、知的障がい、肢

体不自由、病弱・身体虚弱、自閉症・情緒障がい特別支援学

級を小・中学校に設置している。 

特別支援学校 

障害のある幼児児童生徒に対して、幼稚園、小学

校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すととも

に、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自

立を図るために必要な知識技能を授けること目的

とする学校。 

札幌市内には、道立と市立の特別支援学校がある。札幌市

が設置している特別支援学校は以下の通り。 

 

・市立札幌山の手支援学校 

病弱：小学部・中学部・高等部 

 

・市立札幌豊成支援学校 

肢体不自由：小学部・中学部 

 

・市立札幌北翔支援学校 

肢体不自由：小学部・中学部・高等部 

 

・市立札幌豊明高等支援学校 

知的障がい：高等部 

 

・市立札幌みなみの杜高等支援学校 

知的障がい：高等部 

※通級による指導や特別支援学級、特別支援学校での学ぶことを希望する場合、就学前のお子さんは「札幌市幼児教育センター」、 

小・中学生は「札幌市教育センター 教育相談室」での教育相談が必要ですので、お問い合わせください。 

https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/suisin/tayona_manabi.html
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◇長期入院をすることになった場合の学習について 

入院した際には、下記のような方法で学習が継続できます。小学校・中学校・高等

学校で受けられる支援の内容等を含めて、まずは在籍している学校の先生にご相談

をしてください。 

 

入院先 在籍校 学習の内容 

北海道大学病院 

に入院した場合 

ひまわり分校（院内学級）への転籍  

※札幌市立幌北小学校及び 

札幌市立北辰中学校の分校  

学習内容 は普通の 学

校と同じ。学習形態は

各自のペ ースに合 わ

せた個別 指導が主 と

なる。 

北海道医療センター

に入院した場合 

市立札幌山の手支援学校への転籍  

 

※国立病院機構北海道医療センター 

「西館」に入院中であれば、  

北海道手稲養護学校三角山分校  

・小学校、中学校、高

等学校の 教育課程 と

ほぼ同じ 内容を学 習

している。 

・病弱・身体虚弱に加

え、その他の障がいを

有する普 通科重複 障

がい学級 が設置さ れ

ている。 

その他、札幌市内の  

病院に入院した場合  

北海道手稲養護学校三角山分校  

による訪問教育が可能  

個別学習 を基本と す

るが、学習場所の確保

や教員配置の関係上、

集団で学 習する場 合

がある。 
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⑩ 療養生活に役立つサービスについて 

在宅での療養生活を支える訪問介護の制度があります。また、障害者手帳を取得し

た場合、障害福祉サービスを利用することでご家族の介護負担を軽減することがで

きます。 

 

◇訪問看護の利用について 

看護師が家庭を訪問して、お子さまとご家族を支援します。看護師は主治医と連携

しながら、健康状態の回復に向け、健康状態の管理、点滴・注射などの医療処置、療

養上の相談・支援を行います。  

また、必要に応じて、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職が伺い、

お子さまのリハビリテーションの支援を行います。  

利用料は医療保険の自己負担額（受給者証をお持ちの方は２割）ですが、受給者証

に記載されている自己負担上限月額が適用になります。（Ｐ.８参照） 

なお、訪問看護のご利用には、かかりつけ医の指示が必要ですので、利用を希望さ

れる場合はかかりつけ医にご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

認してください。 

 

 

 

 

  

訪問看護によるサービス例  

療養上のお世話（身体の清拭・入浴介助など） 

病状観察（血圧・体温・脈拍測定など）  

医療機器の管理（在宅酸素・人工呼吸器など） 

医師の指示による医療処置  

ご家族への看護技術指導・相談など  
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◇きょうだいのための保育サービス 

●保育所等の入所 

保護者が小児慢性特定疾病のお子さんの病院等の付添い、自宅での看護・介護が必

要になった場合、一定の条件を満たせば、きょうだいを保育所等に入所させることが

できます。（ご利用の際は、世帯の所得に応じた保育料が必要です。） 

詳細：さっぽろ子育て情報サイト（認可保育所等への入所手続きについて）  

問い合わせ先：各区の保健センター（健康・子ども課子ども家庭福祉係）  

 

●一時預かり 

就労準備や病気、冠婚葬祭、看護・介護などにより一時的に家庭で保育ができない

場合に、就学前のお子さんをお預かりしています。  

申込みや利用料金などについては一時預かりの実施施設へお問い合わせください。 

詳細：さっぽろ子育て情報サイト（一時的な預かり）  

 

●病児・病後児保育事業 

病気やその回復期にあるため保育所などでの集団保育が難しい生後５か月から小

学６年生までのお子さんを、保護者が仕事、傷病などの理由により家庭での保育が困

難で、主治医が利用を差し支えないと認めた場合において、専任の看護師や保育士が

専用施設で一時的にお預かりします。  

ご利用予約や実際の受入れについては各施設へお問い合せください。  

詳細：さっぽろ子育て情報サイト（病児・病後児保育事業）  

  

https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/hoiku/ninka/835.html
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/hoiku/ninka/1382.html
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/ichiji/index.html
https://kosodate.city.sapporo.jp/mokuteki/azukeru/ichiji/932.html
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◇障害者手帳と障害福祉サービス等について 

心身に障害のある方に発行される手帳で、各種サービス（障がい福祉サービス等）

が受けやすくなります。障がいの内容により、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害

者手帳の３種類があり、障がいの程度に応じた等級があります。（種別や等級により

受けられるサービスが異なります。）  

また、障害者手帳をお持ちでなくても、障害者総合支援法にて指定された難病 369

疾病に該当する方は、障がい福祉サービス等をご利用できる場合があります。  

詳しくは、各区保健福祉課までお問い合わせください。 

 

●障害者手帳について  

制度の詳細は「障がいのある方のための福祉ガイド」をご確認ください。  

  

 身体障害者手帳  療育手帳  精神障害者保健福祉手帳  

対象  

視覚、聴覚、平衡機能、音
声機能、言語機能、そしゃ
く機能、肢体、内部機能に
障がいのある方  

下記窓口で、知的障がいが
あると判定された方  
 

18 歳未満  児童相談所  

１８歳以上障がい者更生相談所  

精神障がいのため、長期に

わたり日常生活または社

会生活への制約がある方  

等級など 

【1～６級まで】  

・視覚  

・聴覚又は平衡機能障がい 

・音声言語機能障がい 

・肢体不自由  

 

【１～４級まで】  

・内部障がい 

（心臓・じん臓・呼吸器・  

ぼうこう直腸・小腸・  

免疫・肝臓）  

【A（重度・最重度）】  

知能指数が概ね 35 以下  

 

【B（中度）】  

知能指数が概ね 50 以下  

 

【B-（軽度）】  

知能指数が概ね 70 以下  

【１級】  

日常生活におけるほとんど

のことを、他人の援助をな

しでは達成できない程度  

 

【2 級】  

日常生活に著しい制限を

受ける、又は日常生活に著

しい制限を加えることを必

要とする程度  

 

【３級】日常生活若しくは

社会生活が制限を受ける、

又は制限を加えることを必

要とする程度  

主な 

支援内容 

・障がい福祉サービス 

・市内の文化・体育施設の利用料減免  ・税の軽減  

・補装具費の支給  (原則：身体障がいの方のみ) 

・交通費の助成（身体障がい：４級以上、療育：B 以上）  

 など 

・市内の文化・体育施設の

利用料減免  

・税の軽減  

・交通費の助成  など 

https://www.city.sapporo.jp/fukushi-guide/ku.html#1
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/fukushiguide.html
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●障がい福祉サービス等について  

障害者手帳をお持ちの方や障害者総合支援法にて指定された難病 369 疾病に該当

する児童を対象に、障害福祉サービス（居宅介護、短期入所など）、移動支援、補装

具費支給や日常生活用具給付のサービスがあります。  

詳しくは、各区保健福祉課にお問い合わせください。 

障がい福祉サービスの例  

居宅介護 

（ホームヘルプ）  

ご自宅で生活している方に、食事・入浴・排泄などの身体介

護をはじめ、生活全般にわたる支援を提供します  

短期入所 

（ショートステイ） 

保護者などの介護者が病気の場合など、一時的にお子さま

をお預かりし、夜間を含めた生活の支援を提供します  

※その他サービス・詳細については、「障がいのある方のための福祉ガイド」をご確

認ください。 

 

●障害児通所支援について 

 障害者手帳をお持ちの方や障害者総合支援法にて指定された難病 369 疾病に該当

する方、その他日常生活における基本的な動作や生活能力向上のために支援が必要

な方には、障害児通所支援のサービスあります。  

詳しくは、各区保健福祉課にお問い合わせください。 

障害児通所支援の例 

児童発達支援 

未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、集

団生活への適応訓練などを行います。  

居宅訪問型 

児童発達支援 

外出することが困難な児童を対象に、居宅を訪問し、日常生活

における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行

います 

放課後等 

デイサービス 

就学している児童を対象に（幼稚園・大学生を除く）生活能力

の向上のために必要な訓練、地域との交流促進のための支援な

どを行います  

※その他サービス・詳細については、「障がいのある方のための福祉ガイド」を 

ご確認ください。  

 

 

https://www.city.sapporo.jp/fukushi-guide/ku.html#1
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/fukushiguide.html
https://www.city.sapporo.jp/fukushi-guide/ku.html#1
https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/fukushiguide.html


27 

 

⑪ 移行期医療について 

治療や合併症の対応が長期化し、思春期、さらには成人期を迎えるにあたって、成

人後も適切な医療を受けられるよう、小児を中心とした医療から、成人を対象とする

医療に切り替えていくプロセス（過程）を移行といいます。  

移行期の医療支援の目標は、「患者のセルフケア技術の獲得と意思決定への積極的

な参加を促すための自立支援（自律支援）を行うことで、必要なケアを中断すること

なく、成人期の適切なケアに繋げること」です。  

移行期医療について、お悩みがあれば、主治医や札幌市小児慢性特定疾病児童等自

立支援センターにご相談ください。  

 

移行準備チェックリスト（一例） はい いいえ 

自分の病名を言えますか   

自分の病状や治療内容を理解していますか   

診察時、医師に質問や自分の意見を言えますか   

困った時に、医師・看護師に相談できますか   

過去に受けた手術やアレルギーを説明できますか   

自分の病気を第三者に説明できますか   

薬の副作用が出たときどうすべきか知っていますか   

自分で外来の予約をとれますか   

自分でお金の管理をしていますか   

医療保険について説明できますか    

受診しなければならない症状を知っていますか    

移行準備に関心を持っていますか    

 

 

 

 

https://harmonie.huhp.hokudai.ac.jp/
https://harmonie.huhp.hokudai.ac.jp/
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 「成人移行支援の概念図」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トランジション（移行）は「小児期発症の慢性疾患を持つ患者が小児を対象とした

ヘルスケアから成人を対象とするヘルスケアへ切れ目なく移る計画的、継続的、包括

的な患者中心のプロセス」を意味し、３本の横矢印で示した  

①自律・自立 

②診療スタイルの移行  

③診療体制  

の移行が柱となる。  

成人移行支援はトランジションのための支援で、適切で必要な医療を切れ目なく

提供することやその人らしい生活を送れることを目的とし、自律・自立支援、転科支

援や併診などによる診療体制の整備が含まれる。自律・自立支援には、自己管理・自

己決定・ヘルスリテラシー獲得のための支援や、就学・就労支援が含まれる。 

（日本小児科学会ホームページ」より転載） 
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各区役所電話番号一覧 

 代表電話 住所 

中央区  011-231-2400 札幌市中央区南 3 条西 11 丁目 

北区  011-757-2400 札幌市北区北 24 条西 6 丁目 1-1 

東区  011-741-2400 札幌市東区北 11 条東 7 丁目 1-1 

白石区  011-861-2400 札幌市白石区南郷通 1 丁目南 8-1 

厚別区  011-895-2400 札幌市厚別区厚別中央 1 条 5 丁目 3-2 

豊平区  011-822-2400 札幌市豊平区平岸 6 条 10 丁目 1-1 

清田区  011-889-2400 札幌市清田区平岡 1 条 1 丁目 2-1 

南区  011-582-2400 札幌市南区真駒内幸町 2 丁目 2-1 

西区  011-641-2400 札幌市西区琴似 2 条 7 丁目 1-1 

手稲区  011-681-2400 札幌市手稲区前田 1 条 11 丁目 1-10 

 

各区保健センター電話番号一覧 
 

電話番号  住所  

中央保健センター 011-205-3352 中央区南 3 条西 11 丁目  

北保健センター 011-757-1181 北区北 25 条西 6 丁目  

東保健センター 011-711-3211 東区北 10 条東 7 丁目  

白石保健センター 011-862-1881 白石区南郷通 1 丁目南 8 

厚別保健センター 011-895-1881 厚別区厚別中央 1 条 5 丁目  

豊平保健センター 011-822-2472 豊平区平岸 6 条 10 丁目  

清田保健センター 011-889-2049 清田区平岡 1 条 1 丁目  

南保健センター 011-581-5211 南区真駒内幸町 1 丁目  

西保健センター 011-621-4241 西区琴似 2 条 7 丁目  

手稲保健センター 011-681-1211 手稲区前田 1 条 11 丁目  

 

 

 

https://cms.exn.city.sapporo.jp/cms8341/chuo/annai/denwabangousoshiki.html
https://cms.exn.city.sapporo.jp/cms8341/kitaku/shisetsu/kita-tel.html
https://cms.exn.city.sapporo.jp/cms8341/higashi/annai/g_sosikibetsudennwabanngou.html
https://cms.exn.city.sapporo.jp/cms8341/shiroishi/shisetsu/kuyakusho/dialin.html
https://cms.exn.city.sapporo.jp/cms8341/atsubetsu/shisetsu/kuyakusho01.html
https://cms.exn.city.sapporo.jp/cms8341/toyohira/ward_office/05phone.html
https://cms.exn.city.sapporo.jp/cms8341/kiyota/facilities/ward-office/telephonenumber_gyohmu.html
https://cms.exn.city.sapporo.jp/cms8341/minami/annai/denwa.html
https://cms.exn.city.sapporo.jp/cms8341/nishi/annai/dialin.html
https://cms.exn.city.sapporo.jp/cms8341/teine/annai/dennwa.html
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作成：札幌市保健福祉局 保健所難病医療係 

住所：札幌市中央区大通西 19 丁目 WEST19 

TEL：011-622-5153 


